
0

２００８年３月６日

総務省総合通信基盤局

モバイルビジネス活性化プラン
の進捗状況について

資料１－２



1

5,636 5,781 5,907 6,028 6,164 6,263 6,285 6,263 6,223 6,133 6,077 6,022 5,961 5,917 5,805 5,678 5,517
5239.8

49 87 138 171 213 433

1,170

3,825

4,731

8,112

8,665

9,147

9,869

10,429 10529.7

22 85
387

943

1,495

5,3336,1965,4565,245

10,170

6,678

5,685

7,482

2,691

9,361

9,648

2,504 2,644 2,776
2,3302,1431,956

528 831

977 1,146 1,300 1,433
1676.6

1,595

0

2,000

4 ,000

6 ,000

8 ,000

10 ,000

12 ,000

'90/3 '91/3 '92/3 '93/3 '94/3 '95/3 '96/3 '97/3 '98/3 '99/3 '00/3 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 '05/9 '06/3 '06/9 '07/3 '07/9 '07/12

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

00
/1

2
01

/3
01

/6
01

/9
01

/1
2

02
/3

02
/6

02
/9

02
/1

2
03

/3
03

/6
03

/9
03

/1
2

04
/3

04
/6

04
/9

04
/1

2
05

/3
05

/6
05

/9
05

/1
2

06
/3

06
/6

06
/9

06
/1

2
07

/3
07

/6
07

/9

光ファイバ（FTTH）
○加入契約数 ：10,518,659
○事業者数 ： 145社

無線（ＦＷＡ）
加入契約数 :12,451
事業者数 : 26社

ケーブルインターネット
○加入契約数 ： 3,748,618
○事業者数 ： 372社

ＤＳＬ
○加入契約数 ： 13,483,359
○事業者数 ： 47社

注：平成１６年６月末分より電気通信
事業報告規則の規定により報告を
受けた加入者数を、 それ以前は任

意の事業者から報告を受けた加入
者数を集計。

移動電話
(携帯電話+PHS)

固定電話(加入電話+ISDN)

ブロードバンド
(DSL+CATV+FTTH+無線)

ＩＰ電話

ブロードバンド加入契約数の推移 （07.9末現在、単位:万契約）

各種サービス加入契約数の推移（07.12末現在、単位:万契約）

ブロードバンド化の進展状況
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(87%)8,445万
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10,086万

携帯電話の加入数の推移



3

S63.12
ＩＤＯ（現ａｕ）参入

H6.4
端末売り切り
制度開始

H6.4
東京ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌｫﾝ（現
SBM)参入

H8.12
携帯新規加
入料の廃止

H8.12
移動体通信料
金届出制へ移
行

H11.2～
ﾌﾞﾗｳｻﾞﾌｫﾝ登場
iﾓｰﾄﾞ:H11.2
EZWeb:H11.4
J-SKY:H11.12

H12.11～
ｶﾒﾗ付き携帯登場
Jﾌｫﾝ:H12.11
ﾄﾞｺﾓ:H13.10
au:H14.4

H13.10～
3Gｻｰﾋﾞｽ開始
ﾄﾞｺﾓ:H13.10
au:H14.4
Jﾌｫﾝ:H14.12

H15.11～
ﾊﾟｹｯﾄ通信料
定額ｻｰﾋﾞｽ開始
au:H15.11
ﾄﾞｺﾓ:H16.6
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ:H16.11

H18.10～
携帯番号ﾎﾟｰ
ﾀﾋﾞﾘﾃｨ制度開
始

H16.4～
料金・提供条
件のﾃﾞﾀﾘﾌ化
（届出不要）

S54.12
電電公社（NTT）自
動車電話開始

（万加入） （増加率（％））

(参考)H7.7
ＰＨＳ開始

H16.1
8000万加入突破

H12.3
5000万加入突破

(参考）H19.1
携帯＋ＰＨＳ １億加入突破

H17.12
9000万加入突破

H8.3
1000万加入突破

H19.12
携帯
１億加入突破

携帯電話の加入契約数と増加率の推移
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人口普及率

携帯電話・ＰＨＳの人口普及率の推移
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（注）ＨＨＩ（Herfindahl-Hirschman Index：ハーフィンダール・ハーシュマン指数）
市場の独占度合いを測る指数の一つ。各事業者が市場で有するシェアを二乗し、それを加算して算出する。０～１００００の値をとり、
独占状態に近づくほど１００００に近づく。

移動通信事業者の市場シェアの推移
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（注）ＡＲＰＵ（Average Rate Per User）：利用者の平均利用（支払）額

（米ドル／年）
ＡＲＰＵ（２００３年）
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携帯電話事業におけるARPUの推移等
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コンテンツ産業

インターネット流通

２００２年 ２００３年 ２００４年

１３．３兆円 １３．２兆円 １３．５兆円

２１１５億円 ３０４１億円 ４１８９億円

1.6%

2.3%
3.1%

3.4%

出所：財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAJ）「デジタルコンテンツ白書２００７」（２００７年８月）より総務省作成

携帯電話流通

インターネット流通

2002年 2003年 2004年

（注）□コンテンツ市場の合計は、書籍販売、雑誌収入、新聞社総売上、パッケージソフト売上、インターネット配信売上等を合計した
「図書・新聞、画像・テキスト」、映像ソフト売上、映画興行収入、テレビ放送・関連サービス収入等を合計した「映像」、
ラジオ放送の「音楽・音声」、「ゲーム」から成る。

コンテンツ市場全体に占める比率

携帯電話流通 ２４８９億円 ２８５８億円 ３３９７億円

２００５年

１３．８兆円

６１０６億円

４２５７億円

２００６年

１４．０兆円

７８５７億円

４７８２億円

2005年 2006年

4.4%
5.6%

1.9%
2.2% 2.5%

3.1%

モバイルコンテンツ関連市場の推移
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水平的な市場統合の進展 垂直的な市場統合の進展

市場の統合化の進展
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端末
レイヤー

ネットワーク
レイヤー

ｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

通信サービス
レイヤー

利用者（Ｍ２Ｍを含む）水平的市場統合

垂
直
的
市
場
統
合

多様なｺﾝﾃﾝﾂ･ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

協
働
指
向
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル連携

連携

連携一
社
単
独
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
取
り
巻
く
多
様
な
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス

ユビキタスネットワーク

レ
イ
ヤ
ー
間
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
の
オ
ー
プ
ン
化

１．本活性化プランの目的
本活性化プランは、モバイルビジネス市場において、現行ビジネスモデルに加え、

(a) ネットワークの別を問わず、端末を接続して利用できる環境
(b) 端末に自由にアプリケーション等を搭載して、利用者が希望するサービスを自由に選択できる環境
(c) 端末・通信サービス・コンテンツ等のそれぞれの価格・料金が利用者に分かりやすく提示されている環境
が実現する「オープン型モバイルビジネス環境」を通じて、モバイルビジネス市場全体の活性化を図ることを目的とする。

モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月策定）

ネットワークの中立性と多様なビジネスモデルの創出
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コンテンツ・アプリケーション
レイヤー

プラットフォーム
レイヤー

通信サービス
レイヤー

ネットワーク
レイヤー

端末
レイヤー

移動通信
サービス

垂直統合型
ビジネスモデル

の登場

移動通信
サービス

オープン型
モバイル

ビジネス環境

移動通信端末

利用者

コンテンツ
アプリケーション

多様なユビキタス端末
（情報家電を含む）

固定通信
サービス

多様な通信利用形態
（Ｍ２Ｍを含む）

コンテンツ
アプリケーション

ＦＭＣ

ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ビジネスモデル１．０ ビジネスモデル２．０

ブロードバンド化
ＩＰ化

の進展

モバイルビジネス市場の活性化に向けた基本的視点
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モバイルビジネス活性化プラン評価会議において進捗状況の検証等を実施。

■移動通信市場におけるビジネスモデルの検証
移動通信市場における競争促進等を通じた利用者利益の確保・向上を図る観点から、各レイヤーを含む移動通信市場の将来像やビジネス

モデルの多様化の方向性について多角的な観点から検証するとともに、販売奨励金やSIMロックの在り方を含む携帯端末市場のビジネスモデル
の在り方、ユーザIDの取扱い等についても併せて検証を行う場を設け、０７年夏を目途に結論を得る。

新競争促進プログラム２０１０
（０６年９月１９日）

■通信の競争促進
「新競争促進プログラム」を引き続き着実に推進する。NTT東西の次世代ネットワークに係る接続ルールの整備を含む公正競争ルールの整備、

販売奨励金の在り方を含む現行販売モデルの包括的見直し、MVNOの新規参入の促進などを含むモバイルビジネスの活性化策の展開等を図る。

ICT 改革促進プログラム
（０７年４月２０日）

オープン型モバイルビジネス環境の実現に向けた競争促進策等を提言。

モバイルビジネス研究会報告書
（０７年９月１８日）

モバイルビジネス活性化に向け、２０１１年を目標年限として展開する政策パッケージを公表。
(新競争促進プログラム２０１０の一環として運用)

モバイルビジネス活性化プラン
（０７年９月２１日）

■通信関連

高度で低廉な情報通信サービスを実現する観点から、ネットワークのオープン化など必要な公正競争ルールの整備等を図るとともに、ＮＴＴの
組織問題については、ブロードバンドの普及状況やＮＴＴの中期経営戦略の動向などを見極めた上で2010年の時点で検討を行い、その後速やか
に結論を得る。

通信放送の在り方に関する政府・与党合意
（０６年６月２０日）

モバイルビジネス活性化プラン策定の経緯
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モバイルビジネスにおける
販売モデルの見直し

■ＳＩＭロックの解除（２０１０年の時点で解除義務化について 終的に結論）

■新料金プラン【通信料金と端末価格の分離プラン】 を０８年度を目途に
部分導入（遅くとも２０１０年時点で全面的導入を検討）

■販売奨励金に係る会計整理の明確化（０７年度中を目途に電気通信事業会計
規則を改正）

■ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再改定（※）による環境整備（07年度中に実施）
※コンタクトポイント明確化、事業計画の聴取範囲の明確化、法制上の解釈の明確化

■新規周波数の割当時におけるＭＶＮＯへの配慮（検討）

MVNOの新規参入の促進

■消費者保護策の強化策（料金比較認定制度、コンサルティング認定制度、
苦情処理機能の体制整備等）の検討

■ＭＮＯの卸電気通信役務に関する標準プランの策定（検討）

■プラットフォームの連携強化（ＩＤポータビリティ、位置情報の利活用の推進、
プッシュ型配信機能の利活用の推進等）の検討（０７年度中を目途に検討開始）

ユ
ビ
キ
タ
ス
特
区
の
創
設

通
信
・放
送
の
総
合
的
法
体
系
の
検
討

モバイルアクセス

網の多様化

■端末プラットフォームの共通化の推進(端末テストベッドの構築等）

モバイルビジネスの活性化に
向けた市場環境整備の推進

７つの現状認識

モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月）

各事業者に対し、
検討要請文書を発出。

（０７年９月２１日）

市場の成熟化

市場シェアの固定化

料金プランの複雑化

モバイルコンテンツ市場の
成長潜在性

端末・サービス一体型の
事業展開

ハイエンド型中心の
端末市場の形成

ｿﾘｭｰｼｮﾝ系ﾋﾞｼﾞﾈｽ
(法人市場)の成長潜在性

モバイルビジネス活性化プラン（概要）
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モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し

MVNOの新規参入の促進

モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進

✔



14

携帯電話事業者

端末メーカー

端末仕様発注・共同開発

端末納入 端末卸売

販売奨励金等

販売奨励金
成約手数料
継続契約手数料 など

販売代理店

端末販売
（販売奨励金を充当）

回線契約

販売奨励金分は、利用者の毎月の通信料から回収

通話料

利用者 端末購入代金

概ね
販売奨励金等は４万円弱／台
端末買換えサイクルは２年

☞奨励金はＡＲＰＵの１／４に相当

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

～
～

30,000

40,000

50,000 ＮＴＴドコモ ＫＤＤＩ ソフトバンクモバイル

（単位：円）

30,000

42,000

40,000

30,000

40,000

37,600

31,000

36,000

32,500 34,000

38,000 38,300

36,000
37,000

45,000

（注１） 各年度におけるNTTドコモのアニュアルレポートより、「販売手数料」及び「端末販売奨励金」を販売奨励金等として記載。
（注２） 各年度におけるＫＤＤＩの決算資料より、「販売コミッション」を販売奨励金等として記載。
（注３） 各年度におけるボーダフォンの決算説明会資料より、「新規顧客獲得費用」を販売奨励金等として記載。 （各社決算資料等を基に総務省作成）

携帯電話の販売奨励金（インセンティブ）の概要
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ユーザー

通信料金 （本来の）通信料金

一定期間で回収 回収期間後も徴収

端末価格

端末販売奨励金

販売奨励金の役割

✔ハイエンド端末の価格を利用者に「低価格」で
提示することを可能とし、より高機能の端末に対
する需要を顕在化。

✔端末とサービスのバンドル化により、端末と連携
する形でサービスの多様化が進展。

①利用者は端末価格の一部を通信料金で回収されている事の認知不足
②利用者間のコスト負担の不公平感
③ＡＲＰＵの1/4を占める販売奨励金の存在による通信事業者のコスト増
④端末・サービス一体化による多様性の不足
⑤接続料・卸電気通信役務の原価に端末販売奨励金が含まれていることに起因

する公正競争上の問題
⑥通信事業者主体の端末開発による端末開発の多様性への制約
⑦端末買い替えサイクルの長期化による市場規模縮小に対する懸念

留意すべき事項

現行の販売モデル見直しの必要性
（端末価格と通信料金をそれぞれ明確に利用者に提示する方策を検討）

補填

現行の販売モデル

利用者間の不公平感
の存在

端末価格と通信料金の
一体化による不透明性

モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し（1/2）
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通信料金【月額】

端末価格

端末販売奨励金

支払

ユーザー

通信料金【月額】

分離プラン
（端末料金と通信料金の分離）

端末料金【月額】
（端末販売奨励金相当分）

端末価格

会計整理において電
気通信事業の費用か

ら除外

期間付契約

■本来の端末価格に関
する情報の提供
（請求書等で明示）

■端末コスト負担の
不公平感の是正

■接続料・卸役務の原価
縮減によるＭＶＮＯの
新規参入の促進

■端末販売に係る収入と
費用の明確化（奨励金
の縮減圧力）

■SIMロック解除により
端末の多様化が進展

現行モデル 新モデル

０８年度を目途に
部分導入

遅くとも２０１０年を目途に
総合的評価、本格導入に

向けた結論

■ＳＩＭロックについては、利用期間付契約の導入により実質的な意味がなくなる。
■しかし、３Ｇの方式の違い（W-CDMA【ドコモ/ソフトバンク】とcmda2000【au】）が存在し、現時点で解除すると競争を歪める可能性。

■ＳＩＭロックは原則解除が望ましい。今後のＢＷＡの進展や端末市場の動向を見て、２０１０年の時点で３．９Ｇや
４Ｇを中心としてＳＩＭロック解除を法制的に担保することについて 終的な結論を得る。

ユーザー

ＳＩＭロック解除の検討

０７年９月、携帯各社に対して端末 価格と通信料金の
区分の明確化について検討を要請。

モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し(2/2)
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ＮＴＴドコモ ａｕ（ＫＤＤＩ） ソフトバンクモバイル

バリューコース ベーシックコース シンプルコース フルサポートコース ホワイトプラン

主な特徴

端末代金は高い

（割賦あり）が、

基本使用料が

従来より安い

端末購入時に割引
(15,750円)がある一方、

基本使用料は

従来の水準

端末代金は高いが、

基本使用料が

従来より安い

端末購入時に割引(21,000
円)はある一方、

基本使用料は

従来の水準

端末代金は高い

（割賦あり）が、

基本使用料が

従来より安い

低契約

期間
なし

２年間

（中途解約は解除料発生）
なし

２年間

（中途解約は解除料発生）
なし

料金プラン

新料金プラン（５プラン）

(現行プランから1,600円割
引)
タイプＳＳ：2,000円

タイプＬＬ：13,000円

現行料金プラン（５プラン）

タイプＳＳ：3,600円

タイプＬＬ：14,600円

新料金プラン（２プラン）

シンプルプランＬ：2,500円

(10円/分)
シンプルプランＳ：1,000円

(15円/30秒)

現行料金プラン（５プラン）

プランＳＳ：3,600円

プランＬＬ：15,000円

ホワイトプラン 980円

（通話料）

ソフトバンク携帯あて1～21時：無
料

ソフトバンク携帯あて21～1時

及び他社携帯宛て：21円/30秒

各種割引

・基本使用料割引適用

（ファミ割MAX50など）

・通話料割引適用

（ゆうゆうコールなど）

・基本使用料割引適用

（ファミ割MAX50など）

・通話料割引適用

（ゆうゆうコールなど）

※基本使用料割引適用なし

・通話料割引適用

（「指定割」、「家族割」など）

・基本使用料割引適用

（「誰でも割」など）

・通話料割引適用

（「指定割」、「家族割」など）

・Ｗホワイト（ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗﾝ＋定額料
(980円)で、通話料が半額

・ホワイト家族加入で、家族間通
話料２４時間無料

導入日 平成１９年１１月２６日（なお、９０５ｉシリーズ以降） 平成１９年１１月１２日 平成１９年１月１６日

（注）各社の報道発表等をもとに総務省まとめ。

～

～ ～

携帯電話各社の新料金プランについて
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電気通信事業

付帯事業
（端末販売を含む）

収入 費用

NW維持運営費

通信事業営業費

通信販売奨励金

端末販売奨励金

端末販売奨励金端末販売収入

通信事業収入

電気通信事業会計規則の一部改正（０８年度から適用開始予定）

別表第二 財務諸表様式 様式第２ 損益計算書
（記載上の注意）

２ 電気通信事業者が、端末設備を購入した電気通信役務の利用者又は電気通信役務の販売代理店等に対して支払う費用のうち、電
気通信事業営業損益の営業費用に該当するものは、その支払いの発生原因が電気通信事業に該当するものに限る。

電気通信事業会計における販売奨励金の取扱い（1/2）
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電気通信事業者が、

①端末設備を購入した電気通信役務の利用者 又は ②電気通信役務の販売代理店等に対して
支払う費用であって、

i ) 当該利用者による端末設備の購入 又は ii) 代理店等による電気通信役務に係る契約の
締結の代理等若しくは端末設備の販売等

に応じて支払いの発生する原因が生じる費用

販売奨励金

「電気通信役務契約の締結・変更（契約の成立又は当該契約への新たな役務の付加
等）及び維持（契約内容の一定期間の継続）並びに一定期間における電気通信役務契
約数の累計」が、支払いの発生する原因である販売奨励金

通信販売奨励金

電気通信事業営業損益の営業費用に該当

【目的】

電気通信事業会計規則の改正に伴い、その適正な運用を確保するとともに、各電気通信事業者間の
統一的な運用を確保することにより、電気通信事業における会計整理が適正化され、これにより、各
各電気通信事業者の電気通信役務の原価の適正化を図る。

《電気通信事業における販売奨励金の会計上の取扱いに関する運用ガイドライン（案）》

○通信販売奨励金以外の販売奨励金（端末販売奨励金等）について、電気通信事業営業損益以外へ計上
（当該奨励金の金額が明確となるよう表示し、公表することが望ましい）。

２月２９日公表（３月３１日まで意見招請中）

電気通信事業会計における販売奨励金の取扱い（2/2）
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■ＦＣＣは７００ＭＨｚ帯の再編に係る第二次報告及び命令(Report & Order)を採択（７月３１日）。

□現在ＴＶチャンネル５２－６９に割り当てられている７００ＭＨｚ帯について、デジタル放送への移行（０９年２月
１７日）に伴い、０８年１月２８日までにオークションを実施する方針。

□今回の決定において、高域８００ＭＨｚ帯のＣブロック（２２ＭＨｚ幅）について、オープン・プラットフォームを条件
とすることを決定。

７００ＭＨｚ帯再編に係るオープン化施策（０７年７月）

✔免許人は、端末やアプリケーションに対して、よりオープンなプラットフォームを供給することが求められる。
✔当該プラットフォームにより、ネットワークに損傷を与えないという合理的なネットワーク管理上の条件に従う限り

において、消費者が自ら選択した端末を利用し、選択したアプリケーションをダウンロードして使用することが
可能となる。

オープンプラットフォームの具体的内容

地域免許を組み合わせて全国免許として入札することが可能な大規模地域免許（REAG : 
Regional Economic Area Grouping、付与される免許は１２件）としてオークションを実施。

米国の周波数割当におけるオープンプラットフォーム施策（1/2）
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■消費者は、自ら選択した無線機器を使用し、またどのようなアプリケーションも当該機器にダウンロードすること
が可能となる。

■無線分野の技術革新の果実が速やかに消費者の手に渡ることを確保する。アメリカの消費者は、携帯事業者を
変更しようとすると、古い携帯電話を棄てて新しい携帯電話を購入することが求められ過ぎている。新しい携帯
電話を購入すると、その端末上でどのアプリケーションが使えるかは、消費者ではなく、携帯事業者が決めてい
る。

■多くの他国では無線サービスの利用者は（サービス利用上の）制約がますます少なくなってきている。例えば、
事業者を変更しても、その携帯電話をそのまま利用できる。

■このオークションは、無線ブロードバンドの技術革新の次の段階に重要なインパクトをもたらす。端末やアプリ
ケーションに対してよりオープンなネットワークは、ネットワークのエッジでの技術革新を育てるのに資する。消費
者にとっても、（乗り換え後の）新しい事業者からサービスを購入する際、端末やアプリケーションの利用面で
今まで以上の自由を得ることができる。

■同様の決定は固定通信分野では数十年前に実施され、技術革新と選択の拡大が爆発的に実現した。カーター
フォン裁定において、ＡＴ＆Ｔの加入者は黒い回転ダイヤル式の電話でなく、競争的に価格設定された革新的な
電話を購入することが可能となった。

■ネットワーク中立性確保の義務付け、アンバンドリング、卸（役務提供）義務などをネットワークに課すことは投資
インセンティブを損なう可能性があり、こうした規制は今回適用されない。

マーティンＦＣＣ委員長の声明（０７年７月）-----”device and application portability”

端 末

通信サービス

アプリケーション

端 末

通信サービス

アプリケーション
端末に自由にアプリケーションをダウン

ロードして利用することが可能

多様な端末を利用して通信サービスを享受
することが可能

卸役務の提供や相互接続に係る
義務は適用せず

（注）GoogleはＦＣＣに対して書簡を送付し、４つのオープン化（①open applications、②open devices、③open services【卸役務提供の義務
化】及び④open networks【ＩＳＰ等への網開放義務】）の実現を要望（７月２０日）。

米国の周波数割当におけるオープンプラットフォーム施策(2/2)
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２．ＣＴＩＡ(Cellular Telecom Industry Assosiation), “Opposition of CTIA” (Apr. 30, 2007)
(http://files.ctia.org/pdf/Comments_CTIA_Skype_Opposition_Complete_43007.pdf)

１．Skype, “Petition to Confirm a Consumer’s Right to Use Internet Communications Software and Attach Devices to Wireless Networks ” (Feb. 20, 2007) 
(http://gullfoss2.fcc.gov/prod/ecfs/retrieve.cgi?native_or_pdf=pdf&id_document=6518909730)

(出典)

■ネットワークに損傷を与えない限り、通信ネットワークに自由に端末を接続することを認めた裁定（ＦＣＣ）。

カーターフォン裁定（６８年）

■携帯事業者が携帯端末の利用に相当の影響力を有し、加入者が自由に携帯端末上でアプリケーションを稼動
させることを制限しているとの認識。

■携帯電話市場の寡占性を指摘し、携帯事業者による端末機能（アプリケーションを含む）の制限、ＳＩＭロック、
携帯端末におけるＶｏＩＰの制限等の問題点を提起。

■カーターフォン裁定が携帯端末にも適用されることの確認を求めるぺティションをＦＣＣに提出（手続番号RM
11361）。

スカイプのぺティション（０７年２月）

■カーターフォン裁定が行なわれたベル系電話会社による独占時代とは異なり、携帯市場は競争的。携帯事業者
は（当時のように）端末製造を行なっておらず、端末ベンダとの資本関係もない。

■（スカイプが主張する）端末とネットワークの分離は、ネットワーク管理において重要な役割を果たしている端末
の機能を無視するものであり、新規の設備投資や、ネットワークインフラやサービスの面でのイノベーションを制約。

ＣＴＩＡの反論（０７年４月）

米国におけるカーターフォン裁定の携帯端末への適用を巡る議論
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■同社は、自社の技術基準に適合する端末およびアプリケーションについて、同社のモバイル網への接続を認める方針（”Any apps, 
any device” option）を公表。

➢０８年初頭に、技術基準を公表予定。

➢技術基準への適合性確認のためのテスト設備を構築（所要２０００万ドル）。

■基本的スタンス
同社は引き続き端末・サービス一体型の従来販売モデルを維持するが、上記の”Any apps, any device”  optionをサービス多様

化の一環として位置付けている。
【報道発表（抜粋）】
“ベライゾンワイヤレスの大半の顧客はフルサービスを希望しているが、今回の発表を通じ、弊社は、ますます
増加している、フルサービスとは異なる選択を希望する顧客にも耳を傾けていく考えです”

ベライゾンワイヤレスの発表（０７年１１月） （出典）http://news.vzw.com/news/2007/11/pr2007-11-27.html

端 末

通信サービス

アプリケーション

端 末

アプリケーション
端末に自由にアプリケーションをダウン

ロードして利用することが可能

多様な端末を利用して通信サービスを享受
することが可能

（備考）●０７年１２月、ＡＴ＆Ｔは携帯ネットワークに自由に端末を接続できる措置を採ることを表明（07/12/06 USA Today記事）。

●０７年１０月、Sprintは加入契約者による集団訴訟を受け、ＳＩＭロック解除のためのコードを原告団の加入契約者に配布

する旨の和解に応じた（カリフォルニア州Akameda郡上級審）

＋

一体型モデル 分離型モデル

グーグル「アンドロイド」（オープン型携帯ＯＳ）の発表（０７年１１月）

米国携帯各社によるモバイル網開放の動き
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モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し

MVNOの新規参入の促進

モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進

✔



25

新規市場の創出
経済の活性化

利用者
（多様なサービスを享受）

■ ＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network Operator）は自らは無線設備を設置しないで通信サービスを提供。
■ ＭＮＯは単に通信サービスを提供する枠を越え、音楽・ゲーム配信などのコンテンツ・アプリケー

ションレイヤーへの進出、金融サービスとの連携など、垂直統合型のビジネスを展開。
■ ＭＶＮＯとして他業態から移動通信市場への参入を促し、新しいビジネスモデルの登場を期待。
■ ＭＮＯとＭＶＮＯとの”win-win”の関係を構築。

ＭＮＯ
（既存の移動通信事業者）

ＭＶＮＯ

卸サービス・接続

付加価値

（サービス・端末）サ
ー
ビ
ス
提
供

ＭＮＯ
（既存の移動通信事業者）

ＭＶＮＯ
（様々な業態から参入）

ゲーム、電子マネー、その他

既存サービスとモバイルサービスの連携

サービスの多様化 新規市場の創出

MVNOの新規参入の促進による

移動通信市場の活性化（サービス多様化の実現）

ＭＶＮＯの参入促進による新規市場の創出



ＭＮＯ ＭＶＮＯ（サービス名） サービス概要（事業開始時期）

ＮＴＴドコモ 象印マホービン（みまもりほっとライン） ポットに無線通信機を内蔵、その情報を携帯電話やＰＣから確認可能

ＩＩＪ（ＩＩＪモバイルサービス/タイプＤ） 法人向け3.5G（HSDPA）による下り最大3.6Mbpsの高速データ通信（08年１月)

ＫＤＤＩ

（ａｕ）

いすゞ自動車（みまもりくんオンラインサービス） 車両運行データを収集、解析し、提供。 大４０％の燃料費削減、安全運行を可能に。

日本緊急通報サービス（ＨＥＬＰＮＥＴ） 事故や急病時に車両の位置情報を発信

セコム（ココセコム） 基地局情報＋ＧＰＳ機能を活用して迷子やお年寄り、車両の位置情報を把握

トヨタ（Ｇ－ＢＯＯＫ） ①事故や急病時に車両の位置情報を発信

②オペレータによる目的地検索

③ハンズフリー電話 など

京セラコミュニケーションシステム（KWINS 3G） 専用カードによるデータ通信

ソフトバンク

モバイル

ウォルト・ディズニー（ディズニー・モバイル） ディズニーのブランド、コンテンツを活用した携帯電話サービス（08年3月予定）

イー・

モバイル

ＮＥＣビッグローブ（BIGLOBE高速モバイル） 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbps（08年3月から）の高速データ通信（07年12月）

ニフティ（@nifty Mobile BB) 3.5G（HSDPA）による下り最大7.2Mbps（08年3月から）の高速データ通信（07年12月）

So-net（bitWarp(EM)） 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年2月）

ＩＩＪ（ＩＩＪモバイルサービス/タイプＥ） 法人向け3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年3月）

ＡＳＡＨＩネット（超割モバイル） 3.5G(HSDPA)による下り最大7.2Mbpsの高速データ通信（08年3月予定）

ウィルコム 日本通信（b-mobile）、ニフティ（@nifty MobileP）等 専用ＰＨＳカード等によるデータ通信

ＣＳＣ（My Access） 監視カメラや玩具、センサーに組み込んでデータ収集、遠隔操作

ジュピターテレコム（J:COM MOBILE） 「ウィルコム定額プラン」の再販

ユビキたス（どこ・イルカ）、加藤電機（イルカーナ） 子供の位置情報把握

（各社のウェブページ等を基に作成）※赤字は 近の動向。

ＭＶＮＯの参入動向（一部）
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端末市場規模 通信料＋付加収入規模
億円

億円

出所）野村総合研究所作成 モバイルビジネス研究会第１０回会合 資料１０－４

・ 2015年におけるMVNO関連の端末市場規模約5千億円、通信料並びにそれに付随する付加収入は合計約1兆6千億円

MVNOの新規参入促進による市場拡大効果（試算）
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■行政における担当窓口の明確化（０７年９月、事業政策課内にＭＶＮＯ支援相談センターを設置）

■卸電気通信役務に関する標準プランの策定・公表（☞各事業者に対し検討を促すとともに、各事業者
の動向を注視）

■ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再見直し（☞０７年度中に再改定）

①コンタクトポイントの明確化
②事業計画の聴取範囲の明確化
③事業者間接続等に関する法制上の解釈の明確化 等

■新規システムに係る周波数の割当時におけるＭＶＮＯへの配慮

■ＦＭＣサービスの普及（固定系事業者によるＭＶＮＯ）
■地方ＩＳＰやＣＡＴＶによるローカルＭＶＮＯの登場
■他業態における経営資源を通信サービスに組み合わせたＭＶＮＯの登場によるシナジー効果
■ベンチャー系企業やSIerによるＭＶＮＯによる法人向けサービスの提供
■ＭＶＮＯ独自の端末・サービスの開発促進（先進性の高いモバイル市場をテストベッドとした新事業の創出）
■ＭＶＮＯ参入による周波数資源の有効活用

ＭＶＮＯの新規参入の促進

ＭＶＮＯの新規参入促進によるモバイルサービスの多様化

ＭＶＮＯの新規参入促進に向けた取組
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裁定申請事項 日本通信の主張

平成19年7月9日裁定申請

NTTドコモの主張

平成19年7月31日答弁書提出

総務大臣裁定

平成19年9月21日裁定案諮問、同年11月22日答申、30日裁定

１ NTTドコモの
区間における
サービスの内容

日本通信のサービスの提
供に必要な範囲内で自然
に決定されるもの

ユーザーに対して直接サー
ビスを提供する責任を負う
ＮＴＴドコモがその内容等
を決定すべきもの

○裁定対象とは認められず、裁定を行わない。

なお、ドコモと日本通信は協議を行い、接続協定に基づく接
続条件等に従った形でのサービス提供を行うことが求められる。

２ 利用者料金の
設定

｢エンドエンド料金｣とし、
日本通信が利用者料金を
設定

｢ぶつ切り料金｣ ○利用者料金の設定は、「エンドエンド料金」とし、日本
通信に利用者料金設定権を認めるのが相当。

３ エンドエンド
料金とする場合
の接続料体系

帯域幅当たり定額制課金 仮にエンドエンド料金の場
合は、パケット当たり従量
制課金

○帯域幅課金（定額制）を採用することが相当。

なお、具体的な接続料金の算定方式については裁定事項
４の問題。

４ 接続料の金額 適正原価＋適正利潤

算定根拠に関する情報開
示と詳細な検討が必要

接続料：原価に基づきパ
ケット単位で計算

○細目協議に至っておらず、裁定を行わない。

協議継続に当たっては、算定方式の合理性の検証が求めら
れ、これに代入すべきデータについては可能な限り開示すべき。

５ 開発を要する
機能、費用負担
等

①開発内容・費用が疑問
であり、不合理

②本件開発項目は移動通
信事業者が当然具備して
おくべきものであるから、
ＮＴＴドコモが費用負担
すべき

本件の開発は日本通信の要
望に従うために特別に必要
となる開発であり、費用は、
日本通信が負担すべき

○細目協議に至っておらず、裁定を行わない。

ただし、費用負担については、接続要望に伴う追加コストで
ある以上、原則、日本通信において応分負担すべき。また、通信
障害等を起こさずに、全利用者が公平に電波の利用を享受でき
るようにするMNOの責務に配意。

協議継続に当たっては、開発費用の検証に客観性を確保する
とともに、その内訳について可能な限り開示すべき。

【注】総務大臣に対する勧告

●本裁定の内容をMVNO事業化ガイドラインに反映することの他、接続料金の算定の在り方などＭＶＮＯとＭＮＯとの間の円滑な協議に資する

事項について、適時適切に検討を行ない、所要の措置を講じること。

日本通信・NTTドコモの事業者間紛争事案



30MVNO事業化ガイドラインの再改定について

✔今後、 急速な技術革新等を踏まえ、ＭＶＮＯのビジネスモデルの多様化が期待されることを踏まえ、０２年６月ＭＶＮＯの関連法規（電気通信
事業法・電波法）の適用関係に関する「ＭＶＮＯ事業化ガイドライン」を策定。

ガイドラインの目的

１．ガイドラインの目的等
２．電気通信事業法に係る事項

（１）ＭＶＮＯの事業形態及び事業開始に必要な手続き
（２）ＭＶＮＯとＭＮＯとの間の関係
（３）協議が整わなかった場合の手続き
（４）ＭＶＮＯによる端末の調達
（５）電気通信番号（電話番号）管理
（６）ＭＶＮＯと利用者との間の契約関係
（７）提供条件の説明及び苦情等の処理
（８）その他

３．電波法に係る事項
（１）事業開始の際に必要な手続き
（２）ＭＶＮＯとＭＮＯの関係

４．ローミングに係る事項（電気通信事業法及び電波法）
５．見直し

ガイドラインの改定（０７年２月）
✔ガイドラインの対象とするＭＶＮＯ等の事業範囲として、ＭＶＮＯ及びＭＮ

Ｏに加え、ＭＶＮＥ(Mobile Virtual Network Enabler)についても定義。

✔ＭＮＯとＭＶＮＯの関係は、卸電気通信役務の提供又は事業者間接続
のいずれの形態も可能（当事者間で選択）である旨を明確化。

✔ＭＮＯが接続に応じる必要がない場合を具体的に列挙。
●ＭＮＯの電気通信役務の円滑な提供に支障が生じるおそれがある場合（☞接続申

込みに応じる結果、周波数不足等により当該ＭＮＯの利用者への役務提供に支障
を来すおそれがあると認められる合理的な理由がある場合）

●接続がＭＮＯの利益を不当の害するおそれがある場合
●ＭＶＮＯが接続に関し負担すべき金額の支払いを怠たるおそれ等がある場合
●接続に応じるための回線設備の改修等が技術的・経済的に著しく困難な場合
【注】ＭＮＯとＭＶＮＯの関係に照らし、具体的な拒否可能な事例を明示。

✔ＭＶＮＯの使用に係る周波数についてもＭＮＯの利用として扱われる
旨を明確化。

✔卸役務提供・接続の２つの形態に係るＭＮＯとＭＶＮＯとの間の紛争
処理手続き（あっせん・仲裁・裁定等）について、具体的手続きを整理。

（注）赤字部分が改定を行なった箇所。

✔「ＭＶＮＯ事業化ガイドライン」について、ＭＮＯコンタクトポイントの明確化、ＭＮＯによる事業計画の聴取範囲の明確化、ＭＮＯとＭＶＮＯとの間に
おける事業者間接続等に関する法制上の解釈の具体化等を図る観点から、２００７年度中にその見直しを実施。

モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月）

提案募集（０７年１１月２７日～０８年１月１１日） 再改定案について意見募集 ０８年３月を目途にガイドライン再改定

✔日本通信とＮＴＴドコモとの紛争事案に係る裁定内容を「ＭＶＮＯ
事業化ガイドライン」に反映させること等を総務大臣に対し勧告。

紛争処理委勧告（ＭＶＮＯ参入促進のための環境整備）（０７年１１月）

ガイドラインの再改定（０７年度中）
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地域活性化は喫緊の課題。しかし、ＩＴの有効活用は道半ば。今後、地域への支援をより強力
かつ迅速に政府一体として実施するため、本年２月にＩＴ戦略本部において取りまとめたもの。

趣 旨

１．活性化に取り組む地域に対する支援

（１）情報通信基盤の整備支援

➢ブロードバンド・ゼロ地域の解消

「情報通信基盤の整備はIT 利活用の大前提である。そのため、２０１０

年度のブロードバンド・ゼロ地域の解消の実現に向け、支援強化

期間中にブロードバンド・ゼロ地域を可能な限り解消することを目指し、

前倒しでの取組を進める。」

➢携帯電話不感対策

「国民生活に不可欠なサービスとなりつつある携帯電話については、

不感対策として、今後の整備に関する目標設定について検討し、

基地局施設等の整備を推進する。」

➢2011年の地上デジタル放送への完全移行

（２）行政・地域の情報化の支援

➢地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業、

地域イントラネット基盤施設整備事業、地域情報プラットフォーム

推進事業

➢ユビキタス特区事業

➢地域情報化アドバイザー体制の整備、ＩＣＴ利活用ノウハウの普及

（３）人材育成・活用支援

➢情報通信人材研修事業支援制度

【本プログラムにおける総務省施策】

２．中小企業の生産性の向上や地場産業の成長力強化への支援

（１）生産性向上支援

➢生産性向上のためのＩＣＴ共通基盤整備

（２）地域産業の再生支援

➢ふるさとケータイ事業

「国民に広く浸透している携帯電話を活用し、『ふるさとケータイ
事業』（地域を対象とするMVNO）を実現することにより、地域の
活性化、地域住民へのサービス向上等を実現できる。このため、
事業参入のためのガイドラインの整備や卸電気通信役務の料金の
透明性の確保等に早急に取り組み、MVNO の円滑な実現を
推進する。」

３．地域における安心・安全で豊かな暮らしの実現のための
支援

（１）豊かな暮らしの実現支援
➢テレワーク共同利用型システム実証実験
➢遠隔医療モデルプロジェクト

（２）安心・安全対策支援

➢児童・独居老人の見守り等、地域生活に密着した分野に
おけるITを利活用した取組モデルの構築
（地域ICT利活用モデル事業として実施）

「ＩＴによる地域活性化等緊急プログラム」（０８年２月）の概要
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・地域の観光情報
・商店街の特売情報
・地域イベント情報
・不審者発生情報
・地域の災害情報

・高齢者や子どもの
安全な暮らしを
モニタリング。

・危険を察知し、保護
者や警察に通報

地域の絆とつながりの復活、地域産業の振興、地域社会の再生に貢献

・高齢者に必要な機能に
限定したケータイを提供

（例）オペレータ通話、
救急車要請 等

商店

地方自治体
学校

病院

消防署
商工会議所

警察署

老人会

農協

郵便局
旅行者

子供

高齢者

ふるさと
ＭＶＮＯ

オペレータ

孫の花子に
つないでください

ただいま
おつなぎします

「ふるさとケータイ事業」のイメージ
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Jitterbugオペレータに電話。
複雑な操作はオペレータが行ってくれる。

オペレータボタン

あらかじめ登録した番号に電話。
ボタンは「FRIEND」「HOME」「TOW」

「WORK」「MY PHONE」の中から選択可能。

ダイレクトダイアルボタン

緊急通報サービスに電話。

９１１ボタン

YES/NOを選んで操作できるため、
簡単に操作することが可能。

YES/NOボタン

- Jitterbugを販売するGreatCall社はSprint社のＭＶＮＯで、高齢者向けの携帯電話事業を
行っている会社。
- 料金は月額１０ドルから。通常の通話の他、オペレータに電話をすると１回あたり５分＋実際
の通話時間分の通話料が必要。
- Jitterbugオペレータに電話したい相手の名前を伝えれば、その相手に転送。コミュニティ内
の交流を活性化するのに適している。

Jitterbugのカバーエリア Jitterbug利用可能

- 全米で利用可能
- 推定ユーザー数10,000人

（2007年9月現在）

オペレータ通話の利用イメージ

もしもし。
孫のジェーンに
つないで
もらえますか。

オペレータが電話を
転送
（オペレータは利用
者がよく電話をする
連絡先５０件のリスト
を見ることができる）

オペレータボタンを
押すだけで通話開始

もしもし。
おばあちゃん？

転送後は通常の
通話として通話可能

Jitterbug（米国）の概要

かしこまりました。
少々お待ち
ください。



34ふるさとケータイ事業の推進方策

（出典）総務省「デジタル・ディバイド解消戦略会議第一次報告書（案）（０８年２月）

■地域の医療・介護・安心安全等様々な地域のニーズにきめ細かく対応することができる「ふるさとケータイ
事業」（地域を対象とするＭＶＮＯ）の登場を促すことにより、地域産業の振興や地域社会の再生に資する
ことが考えられる。

■ふるさとケータイ事業については、地方公共団体等が中心となって組成することが考えられるが、そうした
取組みを推進するために国として実施すべき具体的取り組みとして例えば以下のものが考えられる。

■具体的には、機能を絞った端末（主としてデータ端末）で介護、健康づくり、高齢者・児童等の見守り、行政
情報等の提供を行うふるさとケータイ事業を展開する場合、ネットワーク基盤の整備や公共アプリケーション
の開発等についての支援策を検討することが必要であると考えられる。

■また、その前提として、モデル事業を実施することにより具体的な事業展開に際しての課題やその解決策
を探ることも必要であると考えられる。

■これらの取組み等を通じて当該事業の立上げに向けたマニュアルを関係者間で作成する等、ベスト
プラクティスの情報共有化を図ることも必要であると考えられる。

■他方、地方においては、無線技術等の専門家が不足していること等に鑑み、当該事業に関心を有する
地方公共団体、通信事業者、メーカー等で構成する協議会等を開催し、情報共有と課題解決に向けた検討
を進めることも有効であると考えられる。

■また、当該事業を円滑に地域において立ち上げるためには、例えば複数の地方公共団体において共同
端末を調達し、これに地方特性に応じたアプリケーションを実装することを可能とすることにより、端末調達
のロットを拡大し、調達コストの削減を図ることも有効と考えられる。

■さらに、ふるさとケータイ事業において所要経費の算出等が困難であることから、携帯各社において
標準的な卸料金プランを提示することについても検討に値するものと考えられる。

０８年６月の 終報告を踏まえ、総務省として「デジタル・ディバイド解消戦略」を策定予定。
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モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し

MVNOの新規参入の促進

モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進✔



36通信プラットフォーム研究会

開催目的

ブロードバンド化やＩＰ化の進展に伴い、コンテンツ・アプリケーションをブロードバンド網で円滑に流通させる上で必要不可
欠な認証・課金等のプラットフォーム機能の連携強化を図り、新事業の創出を促進するための市場環境整備のための課題
整理と今後の政策の方向性を検討することを目的として開催する。

新競争促進プログラム２０１０（０７年１０月改定）
固定通信・移動通信の別を問わず、認証・課金、ＱｏＳ制御、デジタル著作権管理等のプラットフォーム機能の連携を図り、新事業の創出を促進す
る観点から、ユーザーＩＤ等を含むプラットフォーム機能の利活用等について、０７年度中に新たな検討の場を設置し、０８年中を目途に取りまとめ
を行なう。その際、携帯端末のＡＰＩ(Application Programming Interface)のオープン性の確保の在り方についても併せて検討する。
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通信Ａ
通信Ｂ

通信Ｃ

プラットフォーム

端末 端末 端末 端末 端末 端末

利 用 者

コ
ン
テ
ン
ツ
・

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ａ

コ
ン
テ
ン
ツ
・

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ

コ
ン
テ
ン
ツ
・

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｃ

コ
ン
テ
ン
ツ
・

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ｄ

イ
ン
フ
ラ

サ
ー
ビ
ス

代
金

情報 情報

情報情報情報

プラットフォームを活用したサービス提供の模式図

プラットフォーム機能の具体例

代表的なプラットフォーム層の機能
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① 経済性の向上 ･･･規模の経済や範囲の経済によるコスト低減の実現。

② イノベーションの促進 ･･･新規参入の促進による新事業・新サービス創出。

③ 公正競争の確保 ･･･競争促進によるサービス多様化・料金の低廉化の実現。

④ 消費者利便の向上 ･･･ネットワーク効果を通じた消費者の選択の自由度の拡大。

【①経済性の向上】
• ネットワークに接続された多数の利用者を獲得することによる

費用低下（規模の経済）
• 異なる事業領域を獲得することによる多角化（範囲の経済）

【②イノベーションの促進】
• 小規模な事業者であっても得意領域に集中することが可能、

新規事業創出・ビジネスモデル多様化等を促進

• 硬直的な事業構造による弊害を回避し、付加価値を生む「新
結合」が可能に（連結の経済）

【③公正競争の確保】
• 利用者の乗換費用（スイッチングコスト）が低下
• コンテンツ・アプリケーション分野の公平な競争環境の実現に貢

献
• 事業者間の公正な競争を確保

【④消費者利便の向上】
• 同じサービスを利用する消費者の数が増加

• コンテンツ・アプリケーションの多様性の拡大やサポートの充実な
どを通じ、消費者の利便が向上する（ネットワーク効果）

コンテンツ
サービス

コンテンツ
サービス

･･･

ＰＦ共通化
で利用者拡
大

ＰＦを利用し、小規
模事業者も創意工
夫が可能

消費者が利用
可能なサービ
スが拡大

乗換の負担と
なる費用が低
下

プラットフォームの連携強化により期待される効果
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モバイルビジネス研究会報告書（07年9月公表）

プラットフォーム機能の連携強化
ＭＮＯの保有する認証・課金機能等を、ＭＶＮＥやＭＶＮＯをはじめとする多様なサービス提供事業者が活用できるようにす

ることにより、ビジネスモデルの多様化や新事業の創出が図られる可能性が大きい。

１）ユーザーＩＤの利活用の推進
現在、モバイルビジネスにおいては利用するコンテンツやネットワークごとに異なる認証方式を用いている。このため、利用

者がコンテンツを利用する場合、これに対応した相異なるユーザーＩＤとパスワードを入力することが必要である。しかし、ユビ
キタス化が進展する中、１回のユーザー認証により複数のコンテンツやネットワークを利用できるようになれば、利用者利便
が著しく向上することが期待される。

ＩＤポータビリティを実現するため、研究開発や標準化を含む技術的な観点からの検討に加え、ＩＤポータビリティを利用した
様々なサービスが創出されることから、費用面・制度面からの検討を同時並行的に進め、２０１０年の時点で実現する方向で
結論を得ることが望ましい。その際、ＳＩＭカードを携帯端末に限らず広くネットワークに接続される多様な端末において、ユー
ザーＩＤを認証するためのツールとして活用することについても具体的な検討を進めていくことが適当である。

２）位置情報の利活用の推進
ＭＮＯがＨＬＲ（Home Location Register）で管理する端末のプレゼンス情報やＧＰＳ機能について、ＭＶＮＯ等も適正な対

価で利用できるようにすることにより、付加価値の高い新事業創出が促される可能性がある。

３）プッシュ型配信機能の利活用の推進
プッシュ型配信機能については、一部の端末（windows mobile OS及びシンビアンＯＳベース）を除き、ＭＮＯのプッシュ型

配信機能をＭＶＮＯが利用することができない状況にある。しかし、当該機能の利用を促進することにより、メールの転送機
能などＦＭＣサービスの連携に向けたサービスの多様化が進展する可能性がある。

プラットフォーム機能に関する提言
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ユーザーＩＤポータビリティ

他分野の認証・課金に関する
経営資源の利活用

（通信事業者以外のプレーヤ
による新事業創出の可能性）

ＭＶＮＥ事業との親和性
（通信事業等のノウハウに欠ける

MＶＮＯへの支援）

コンテンツ配信に係る
新収益モデル構築の可能性

（提案型販売の深化）

ネット広告など属性情報を
活用した新事業展開の可能性

ユーザーＩＤの取扱いについては消費者のコントローラビリティの確保が必要ではないか。
（消費者主権）

情報のタグ化と連携した新しいバリュー
チェーンの構築（新事業創出）の可能性

content
content

content
content

content

content

contentcontent

個人情報の厳格な取り扱いを前提
とする必要。

（セキュリティの確保）

個人情報のどの部分についてポー
タビリティを確保するか。

（通信事業者間とそれ以外では取
扱いが異なる可能性）

情報の関連性（タグ化）とユーザー属性のマッチングをより容易化することで付加価値性の高い事業が生まれる可能性。

single sign in
（複数の端末で共通の利用環境）

IDポータビリティの基本コンセプト（イメージ）
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69.0%

11.4%

11.7%

0.3%1.7%
3.8%

1.0%
1.0%

300円未満

300円～600円未満

600円～1,000円未満

1,000円～1,500円未満

1,500円～2,000円未満

2,000円～2,500円未満

2,500円～3,000円未満

3,000円以上

一定の手数料等を支払えば、携帯電話会社を変更した場合において、以下のサービスが引き続き利用できるような仕組みが
あった場合の利用意向を調査。

②ダウンロードしたコンテンツの継続利用
に対する利用意向

n=914n=914

（出典）電気通信事業分野における競争状況の評価２００７“プラットフォーム機能が競争に及ぼす影響に関する分析（中間取りまとめ）”（０７年２月）。

①メールアドレス（携帯電話会社以外のメールアドレス）の継続利用
に対する利用意向

n=290 4.2% 0.4%1.1%

12.2%

19.1% 63.0%

300円未満

300円～600円未満

600円～1,000円未満

1,000円～1,500円未満

1,500円～2,000円未満

2,000円～2,500円未満

2,500円～3,000円未満

3,000円以上

n=262

②ダウンロードしたコンテンツの継続利用
に対する支払額

①メールアドレス（携帯電話会社以外のメールアドレス）の継続利用
に対する支払額

ポータブルなサービスへの利用意向
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「公式サイト」と「一般サイト」のどちらを多く利用するかという質問に対し、公式サイトが３６．８％、一般サイトが１６．０％という
結果となっているが、「どちらとも言えない」者が全体の４７．３％を占める。

「公式サイト」の方を多く利用するのはなぜですか。「公式サイト」と「一般サイト」のどちらを多く利用していますか。

n=914 n=336

26.3%

10.5%

47.3%

10.0%

6.0%

公式サイトがほとんど 公式サイトの方が多い

どちらとも言えない 一般サイトの方が多い

一般サイトがほとんど

（出典）電気通信事業分野における競争状況の評価２００７“プラットフォーム機能が競争に及ぼす影響に関する分析（中間取りまとめ）”（０７年２月）。

「公式サイト」と「一般サイト」の利用意向
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コンテンツ / アプリ

プラットフォーム

通信サービス

ネットワーク

端末

iモード・メール

パケット料金

iモード・センター

ドコモ携帯電話

.Macメール

J-Plat  （日本通信）

顧客

パケット通信網

相互接続

パケット料金

パケット通信網

ドコモ携帯電話

ドコモ

顧客

（０８年２月サービス開始）

（注）日本通信資料を基に総務省作成。

プラットフォーム連携の例
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モトローラ、日本電気、NTTドコモ、パナソニックモバイル、ＳＡＭＳＵＮＧ、およ
びボーダフォンにより2007年1月に設立された非営利団体であり、リナックス
ベース移動通信デバイスソフトウェアプラットホームを開発することが目的。
このプラットホームにより、開発コストの低減化、柔軟性の向上、モバイル産
業のエコシステムの発展を通して、モバイル産業全体の利益の向上をめざす。

ＫＣＰ（KDDI Common Platform）

KDDIが推進する、BREW®を用いた携帯電話端末向けプラットフォーム
のこと。KCPの導入によりソフトウェアの共通化が図れ、携帯電話端末の
開発コスト削減が可能となる。なお、今後KDDIでは、KPCよりもさらに共
通領域を拡大させた新統合プラットフォームである「ＫＣＰ＋」を2007年内
に投入予定。

「Portable Open Platform Initiative」（略称：POP-i）

「POP-i」は、メーカー各社が採用する異なったOSやチップセットの違いを吸収す
ることで、メーカー側の負担を 小限にしながら、アプリケーションやミドルウエア
の共通化を進めることができ、開発期間を短縮するとともに、開発コストをも低減
することを実現可能。

（各サイト、報道発表資料より総務省作成）

携帯電話端末のプラットフォーム共通化の動き

http://www.limofoundation.org/
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８月２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月

第１回
・現状と課題
・検討アジェンダ（案）

第２～５回
・オブザーバのプレ

ゼンに基づく自由
討議

第７回
・主要論点の整理

第８回
・報告書案

第９回
・報告書

取りまとめ

提案募集

（07年10～11月）

競争評価
“プラットフォーム

機能が競争に及ぼ
す影響に関する

分析“

６月
終取りまとめ

意見招請

オブザーバが参画

第６回
・自由討議

（注）必要に応じて夏時点で中間的な取りまとめを行なう。

“インターネット
政策懇談会“

の開催

２月
中間取りまとめ

２月
第１回会合

１０月
報告書案の公表

１２月
報告書

意見招請

通信プラットフォーム研究会の検討スケジュール



46通信プラットフォーム研究会 オブザーバ参加企業等

株式会社ACCESS 荒川 亨 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 （CEO）

イー・モバイル株式会社 庄司 勇木 専務執行役員 企画本部長

株式会社インデックス 寺田 眞治 プリンシパル

株式会社インフォシティ 岩浪 剛太 代表取締役

株式会社ウィルコム 平澤 弘樹 取締役 執行役員常務 ネットワーク技術本部長

ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 澤田 純 経営企画部長

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 伊東 則昭 取締役執行役員 経営企画部長

グーグル株式会社 藤田 一夫 ポリシーカウンセル

KDDI株式会社 長尾 毅 理事 渉外・広報本部長 兼 渉外部長

株式会社ジェーシービー 森 克実 市場開発企画部長

情報通信ネットワーク産業協会 資宗 克行 専務理事

ソフトバンクモバイル株式会社 弓削 哲也 常務執行役員 渉外本部長

社団法人テレコムサービス協会 小林 善和 政策委員会委員長代理

社団法人ﾃﾚｺﾑｻｰﾋﾞｽ協会 MVNO協議会 福田 尚久 幹事会議長

社団法人日本ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ協会 渡辺 武経 会長

社団法人日本経済団体連合会 上田 正尚 産業第二本部情報グループ長

東日本旅客鉄道株式会社 小縣 方樹 常務取締役 IT・Suica事業本部長 鉄道事業本部副本部長

マイクロソフト株式会社 楠 正憲 最高技術責任者補佐

三井物産株式会社 三浦 正晶 ユビキタス事業部 事業部長

ﾓﾊﾞｲﾙ・ｺﾝﾃﾝﾂ・ﾌｫｰﾗﾑ事務局 岸原 孝昌 事務局長

ヤフー株式会社 別所 直哉 CCO（最高コンプライアンス責任者）兼 法務部長

（２１社・団体、敬称略）
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インターネット

中継回線

条件不利地域への
中継回線の提供

基地局

中継局
（端末局/ 基地局）

端末局

条件不利地域において、高利得アンテナを用い、
加入者宅へラストワンマイル

のインターネット等の接続回線を提供

ノートパソコン
PDA端末 等

移動的な使い方

都市部を中心にカバーし、
中速程度の移動体にも対応

主に都市部で使用、全国サービス（全国免許）

固定的な使い方

条件不利地域で使用、地域サービス（地域免許）

《主に都市部》

《条件不利地域》

2.5GHz帯広帯域移動無線アクセスシステムの主な利用シーン
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総務省は、2.5GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設計画について、2007年12月21日、ワイヤレスブロードバンド企画
（現ＵＱコミュニケーションズ）、ウィルコムの２社の開設計画を認定。両社は、2009年春からモバイルブロードバンドサービスを
提供予定。

申請者 ウィルコム ワイヤレスブロードバンド企画（現ＵＱコミュニケーションズ）

通信方式 次世代ＰＨＳ モバイルWiMAX

主要株主 カーライル、京セラ、KDDI ＫＤＤＩ、インテル、ＪＲ東日本、京セラ、大和証券、
三菱東京ＵＦＪ銀行

オープン化
措置

• 卸契約約款を策定、公開予定。

• 網間接続の技術的条件を公開するとともに、Ｍ
ＶＮＯに試験環境を提供。

• 2008年度にＭＶＮＯと意見交換を実施予定。

• 現行サービス同様、ＢＷＡ事業においてもＷ－
ＳＩＭ（小型通信モジュール）を開発し、端末の
オープン化を予定。

• ＩＭＳ、ＳＤＰ、ＳＩＰといったオープンインター
フェースを採用し、ＭＶＮＯとの柔軟な相互接続
が可能となる網構成とする。

• 卸料金・接続条件等の標準プランを策定・公開予定。

• ＭＶＮＯによる認証・課金、料金回収代行や帯域料金に
よるネットワークの提供も検討予定。

• ＭＶＮＯに対する説明会の開催を予定（2008年）。

• 卸電気通信役務・相互接続の専門窓口の設置を予定。

株式会社ウィルコム

（次世代ＰＨＳ）

2545MHz 2625MHz

固定的利用

（10MHz：各地域）

ワイヤレスブロードバンド企画

株式会社（モバイルWiMAX）

2575MHz 2595MHz
ガ
ー
ド
バ
ン
ド

ガ
ー
ド
バ
ン
ド

広帯域移動無線アクセスシステムに係る開設計画の認定について
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事業法審査基準の改正等を実施。

■電気通信事業の健全な発展と円滑な運営への寄与に関する事項
本開設指針に基づく開設計画の認定を受けていない電気通信事業者による無線設備の利用を促進する

ための計画を有すること

広帯域移動無線（２．５ＧＨｚ帯）に係る認定要件

開設指針

認定事業者は電気通信事業法に基づく登録（または変更登録）が必要。

登録（または変更登録）において、上記の開設計画の履行を担保するための条件を付す。

１月 年度内目途 ４月

審査基準、施行規則
及び

報告規則の改正案
の公表。

意見招請 意見等を踏まえて
確定、施行。

登 録

ＭＶＮＯの受入れ計画の提示

広帯域移動無線（２．５ＧＨｚ帯）に係る電気通信事業法に基づく登録
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広帯域移動無線アクセスシステム

○○市の一部

○○市

○○市の全部

○○市

地域WiMAXの対象とする区域

地域WiMAXのサービスのイメージ(例）

①ブロードバンド・ゼロ地域への
中継回線を提供し、デジタルディ
バイドを解消基地局

○○市

○○市の一部と◇△町の一部

◇△町

事業者Ａ

事業者Ｂ ※一の都道府県の全部をカバーす
るものは地域バンドの対象外

××県の一部の区域
中継局

端末局

②加入者宅等へラスト
ワンマイルのインター
ネット等の接続回線
を提供

(1)全国バンド：移動通信向け、全国単位、30MHz
(2)地域バンド：固定通信向け、地域単位、10MHz

【目的】

デジタル・ディバイドの解消、地域の公共サービスの向
上等当該地域の公共の福祉の増進に寄与すること

固定系地域バンドを使用する無線局(地域WiMAX)の概要



51地域ＷｉＭＡＸに係る免許スケジュール

地域バンドは、全国バンドと隣接する周波数帯を使用するため、全国バンド認定
事業者と電波の干渉の回避・低減のための事前検討が必要。

全国バンド

30MHz

2545MHz 2625MHz

地域バンド

※ガードバンドは計10MHz

全国バンド

30MHz

2575MHz 2595MHz

ガ
ー

ド
バ

ン
ド

ガ
ー

ド
バ

ン
ド

10MHz

2.5GHz帯の電波使用

・初回に限り、
3月3日～4月7日を
申請受付期間と設
定。

・申請受付期間終了
後は先願処理に移
行。

複数申請が
あった場合、比
較審査

審
査
基
準
の
決
定
・
公
表

基
地
局
・
中
継
局
免
許
申
請
の
受
付
開
始

審

査

予
備
免
許
付
与

に
対
す
る
混
信
回
避
・低
減
の
検
討

申
請
者
の
全
国
バ
ン
ド
認
定
事
業
者

端
末
局
包
括
免
許
手
続

3月3日1月29日

免
許
付
与

受
け
た
設
備

技
術
基
準
適
合
証
明
を

受
け
て
い
な
い
設
備

技
術
基
準
適
合
証
明
を

免
許
付
与

無
線
設
備
工
事

落
成
検
査

○ 1月29日に審査基準を決定・公表の後、3月3日から申請の受付を開始。
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フェムトセル基地局

固定ブロードバンド回線

携帯電話コアネットワーク

ＩＰ網

ネットワーク
コントローラ

携帯電話

超小型（電力：平均２０ｍW以下）
の基地局設備

■フェムトセルとは、携帯電話の基地局を小型化したもので、取扱いが簡易であり、かつ宅内等への設置が可能。

✔携帯電話等の不感地帯の解消に効果（設置・運用が容易）。
✔従来よりも高速のデータ伝送サービスが可能（基地局当たりの収容人数は数名程度）。
✔同一端末によるFMC（Fixed Mobile Convergence : 固定通信と移動通信の一体的サービス）型のサービスの実現が可能。

導入により期待される効果

■フェムトセル基地局の導入促進を図るため、①現行規制の緩和、②適用される規律の運用方針の明確化を実施。

「フェムトセル基地局の活用に向けた電波法及び電気通信事業法関係法令に関する取扱い方針」を策定。

（参考）モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月、抜粋）

“フェムトセルの導入に係る法制上の取扱いについて、０７年度末を目途に一定の結論を得る。”

フェムトセル基地局に関する法制上の取扱いの明確化
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ＢＴ： 「BT Fusion」
（2005年6月提供開始、加入者数：約2万4千人（2006年3月））

■ 携帯電話事業者ボーダフォンのネットワークを活用し（ＭＶＮＯ）、ＢＴのサービ
スとして提供。

■ １つの端末に固定電話と携帯電話の機能があり、電話番号も１つ（携帯電話
番号を使用）。

■ 固定電話機能と携帯電話機能はエリアに応じて自動的に切り替わり、屋内外
での途切れのない通話が可能。

■ 屋内からの発信には固定電話の通話料が適用される。

■ 着信は、屋内外を問わず、携帯電話の通話料が発信者に課金される。

Orange※： 「Ｕｎｉk」 ※ＦＴの携帯電話子会社

（2006年10月から仏で提供開始（加入者数：約25万7千人（2007年6
月））、イギリス、オランダ、スペイン、ポーランドでも順次提供予定）

■ 携帯電話事業者Orangeと固定電話事業者ＦＴのネットワークを活用。
■ １つの端末に固定電話と携帯電話の機能があり、電話番号も１つ（携帯電話

番号を使用）。
■ 固定電話機能と携帯電話機能はエリアに応じて自動的に切り替わり、屋内外

での途切れのない通話が可能。
■ 屋内からの発信は、国内の固定電話及びOrange携帯電話への通話が定額

かけ放題。

Bluetooth

AP

GSM

自動的に切り替わ
り、通話しながらで
も途切れない

ＢＴの
ブロードバンド回線

携帯電話番号で着信
ボーダフォンの移動体網
（BTがMVNOとして運営）

BTのＩＰ網 携帯電話番号で着信

ＷｉＦｉ

AP

GSM

自動的に切り替わ
り、通話しながらで
も途切れない

ＦＴの
ブロードバンド回線

携帯電話番号で着信
Orangeの移動体網

ＦTのＩＰ網 携帯電話番号で着信
＜システムイメージ＞＜システムイメージ＞

ＮＴＴ：「ＮＴＴグループ中期経営戦略の推進について」（抜粋）（2005年11月９日発表）

II. 中期経営戦略の推進に向けた取り組み
２．ブロードバンド・ユビキタスサービスの展開
（１） ネットワークサービス

次世代ネットワークについてはＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本・ＮＴＴドコモグループが構築し、固定（県内／県間、東日本／西日本）／移動のＩＰベースのシームレスなサービスを提供し
ていきます。また、ＮＴＴコミュニケーションズは、法人のお客さま等にソリューションを含めたワンストップなサービスを提供していきます。なお、固定電話網サービス等については、
現行どおりＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本とＮＴＴコミュニケーションズが、基本的に県内／県間／国際を分担して提供していきます。

iii） ＦＭＣ（固定・移動融合）
固定網の内線電話機と移動網の携帯電話機とを共用できるＷｉＦｉとＦＯＭＡとのデュアル接続機能をもつ一体型端末（Ｏｎｅ Ｐｈｏｎｅ）を個人のお客さま向けに提供するとともに、
たとえば不応答時等に固定・移動間で転送する機能の提供や料金のセット割引等をタイムリーに展開できるよう準備を進めていきます。

さらには、次世代ネットワークの導入によって、ＷｉＦｉやＷｉＭＡＸなどのブロードバンド無線技術と組み合わせた、より高度で柔軟な固定・移動間のシームレスな通信サービスを
提供していきます。

国内外におけるＦＭＣの進展
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（以下の制度整備に向けて準備）

１．移設・復旧のための簡易の操作によるフェムトセル基地局の
運用を、免許人以外の者が行うことができるようにするための手
続を整備。
（☞電波法改正（※））

２．免許人が免許人以外の者にフェムトセル基地局を運用させる
場合の、 無線局の免許人の監督責任と無線局の運用を行う者
の運用責任を明確化。
（☞電波法改正（※）及び省令等の整備）

３．フェムトセル基地局について設置場所の範囲を柔軟化。
また、移設・復旧のための簡易な操作を主任無線従事者によ

る監督を受けることなく無線従事者以外の者が行うことを可能と
するための関連法規の整備。
（☞省令等の整備）

４．上記の制度整備に併せて技術基準の改正等を実施。
（☞省令等の整備）

（※）電波法改正法案は今通常国会に提出。

（事業法関係法令の適用関係等を明確化）
（事業用電気通信設備とする形態）
１．回線利用関係

➢フェムトセル基地局とｺｱﾈｯﾄﾜｰｸを接続するために利用者契約回
線及び既設宅内回線を利用する形態は、事業法上禁止されない。

２．技術基準関係
①通話品質、セキュリティ機能等

➢通常の基地局方式の場合と同等。

②予備機器、耐震対策、停電対策等
➢宅内（建物内）等に設置する場合は、予備機器等に係る義務規定

は適用除外。
➢予備電源の設置が不要となる場合を拡大（☞別途、意見募集）

③緊急通報位置情報通知
通常の基地局の場合と同様に、位置情報通知の確保が必要。

３．その他
➢090/080番号の利用が可能。
➢携帯電話事業者（禁止行為規定が適用されるドミナント事業者）

は、技術面での合理的な理由なく、フェムトセルと接続するブロー
ドバンド回線を特定の電気通信事業者のものに限定する等不当
な差別的取扱は不可。

➢不特定多数がフェムトセル基地局を利用する場合、第三者利用
が禁止されていない等、ＩＳＰの利用規約に適合する必要。

（利用者の設備とする形態）
今後、技術基準の改正等を実施し、売切り制を実現。

電波法令関係 電気通信事業法令関係

参 考 ２月６日（水）を取扱方針（案）を公表。意見招請手続きを経て、０７年度中に確定。

フェムトセル基地局に係る取扱方針（案）の概要
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■民間団体の実施する携帯電話販売員に係る検定試験について、公正中立に実施される場合、総務省がこれを後援。
■販売員の資質向上を図り、消費者が携帯電話サービス等の契約の際、正確な情報に基づく選択を可能とする事を支援。

携帯電話サービス等の販売員等に係る検定試験に対する総務省後援の運用方針

総務省後援の目的

検定試験に係る総務省後援のイメージ

○ ０８年１月２２日～２月８日 運用方針（案）について意見招請
○ ０８年２月２５日 運用方針の公表 （☞検定試験に対する総務省後援申請の受付開始）

経緯

消費者

販売員
説明員

販売代理店等検定試験
主催団体

総務省

総務省後援 消費者

販売員の資質向上
・消費者への正確な情

報の提供

２．具体的施策
(3)モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進

(c)消費者保護の在り方に関する多角的検討

サービスの多様化等に対応した消費者保護策の拡充を図る観点から、（中略）携帯端末にかかる販売代理店等の販売員の資質向上を図るため
の資格認定制度の検討その他の消費者保護策の在り方に関する多角的検討を2007年度中に開始し、2008年中を目途に結論を得る。

（参考）モバイルビジネス活性化プラン（０７年９月、抜粋）

○検定試験の内容(特定の事業者等に偏らない)
・携帯電話サービスに関する基礎的な知識
・携帯電話端末等の機能に関する基礎的な知識
・各種アプリケーションやコンテンツに関する基礎的な知識
・迷惑電話・迷惑メール対策、フィルタリングサービスの利

用方法、使用済み携帯電話の回収等、携帯電話サービ
ス等を安心・安全に利用する等のための基礎的な知識

・使用済み携帯電話の回収に関する基礎的な知識

検定試験実施

消費者が携帯電
話サービス等を
選択

今回、運用方針を
策定・公表。

携帯電話
サービス等
の複雑化
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（目的）

ブロードバンド化やＩＰ化の進展やＩＰ化の進展による料金やサービスの多様化、マルチステーク
ホールダが関与するビジネスモデルの普及等が進展する中、急激な市場環境変化に対応した
消費者保護策の強化に向けた具体的施策を検討。

（検討項目例）

✔通信サービスに関する利用者保護のための基本的ルールの在り方

✔消費者保護を業務とする関係機関との連携を含めた苦情処理体制の拡充

✔料金比較手法に関する認定の仕組みの在り方

✔ＡＤＲを含む紛争処理機能の強化

（スケジュール）

０７年度中に新たな検討の場を設置し、０８年中を目途に一定の結論。
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目的

期限

場所

概要

－「世界的にも先導的な情報通信社会」のモデルの確立、国際展開

－北海道、沖縄及び研究開発拠点が集積している場所で、複数のプロジェクトの実証実験が行われる場所

－平成２０～２２年度までの３年間

－ＩＣＴによる「新たな価値創造」につながる総合的なプロジェクトの実施及びこれに必要な電波の利用環境整備

利用可能な周波数帯の公表と
プロジェクトの提案募集
（平成１９年９月～１０月）

「ユビキタス特区」の創設

（平成２０年１月２５日）

提案に関し、以下の諸点を評価・確認
・ 対象となるプロジェクトの類型
・ 対象地域
・ 電波の利用可能性

評価を踏まえ、特区を創設
①対象地域
②実施内容
③周波数（電波の利用がある場合）

提案を踏まえ、以下について働き掛け
・ 関係府省による環境整備
・ 他国との協働（「ユビキタス姉妹特区」等）

平成２０年度予算(予定額)２０億円

応募総数

１８８件

提案の評価
（平成１９年１１月～１２月）

予算支援を予定している案件 ７件
予算支援を予定していない案件 １５件

関係府省、他国への働きかけ
（平成１９年１１月～）

決定したプロジェクト22件

「先導的情報通信社会基盤整備委託費」として民間法人に委託予定

「ユビキタス特区」事業の推進
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モバイルビジネスにおける販売モデルの見直し

■ＳＩＭロックの解除

■新料金プランの導入

■販売奨励金に係る会計整理の明確化

■ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの再改定

■新規周波数の割当時におけるＭＶＮＯへの配慮

MVNOの新規参入の促進

■ＭＮＯの卸電気通信役務に関する標準プランの策定

■プラットフォームの連携強化の検討

モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進

モバイルビジネス活性化プラン評価会議

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

▲ ▲ ▲ ▲
活性化プラン改定

分離プラン等の動向を注視

▲
会計規則改正（結論）

市場動向を注視（２０１０年の時点で 終的に結論）

ガイドライン再改定の実施

市場動向を注視（検討）

広帯域移動無線（２．５ＧＨｚ帯）関連

■その他の施策

▲

▲
通信プラットフォーム研究会の開催

▲
研究会報告書

▲
競争評価報告書

フェムトセルに係る法制上の整理
▲

販売代理店等の販売員等に係る資格認定制度への後援

（０７年９月、総務省内にＭＶＮＯ支援相談センターを設置）

（０７年９月、携帯各社に対して通信料金と端末料金の区分の明確化に係る検討を要請）

（注）モバイルビジネス活性化プランの中で主要な施策を抜粋したもの。

▲

モバイルビジネス活性化プラン評価会議の検討スケジュール
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